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税チャンネル
お問い合わせ　税務課　収納対策係  ☎ 0986-76-8804

令和 8 年度 各種税・料の納期限について

　

令
和
８
年
度
の
各
種
税
・
料
の

納
期
限
は
表
の
通
り
で
す
。
金
融

機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
マ
ホ
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
ア
プ
リ
な
ど
で

の
お
支
払
い
を
お
願
い
し
ま
す
。

諸
事
情
に
よ
り
納
期
限
内
に
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
早
め

に
納
税
相
談
な
ど
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
督
促
状
や
催
告
書
が

届
い
た
場
合
は
放
っ
て
お
か
ず
早

め
に
連
絡
・
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
も
で

き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
は
金
融
機
関
で
お
願
い

し
ま
す
。
振
替
を
希
望
す
る
口
座

の
通
帳
・
届
出
印
を
持
参
し
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
受
付
日
か
ら
約

２
～
３
か
月
後
の
納
期
か
ら
口
座

振
替
開
始
と
な
り
ま
す
。

　

す
で
に
口
座
振
替
を
ご
利
用
の

方
は
、
納
期
限
前
に
残
高
の
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

月別 市県民税 固定
資産税

軽自動
車税

国民健康
保険税

介護保険料 
（1 号）

後期高齢者
医療保険料

上下
水道料 納期限

徴収区分 普通徴収 ー ー 普通徴収 普通徴収 普通徴収 ー

4 月 4 月 30 日

5 月 1 期 全期 1 期 6 月　1 日

6 月 1 期 1 期 1 期 6 月 30 日

7 月 2 期 2 期 2 期 1 期 2 期 7 月 31 日

8 月 2 期 3 期 3 期 2 期 8 月 31 日

9 月 3 期 4 期 4 期 3 期 3 期 9 月 30 日

10 月 3 期 5 期 5 期 4 期 11 月　2 日

11 月 4 期 6 期 6 期 5 期 4 期 11 月 30 日

12 月 4 期 7 期 7 期 6 期 12 月 25 日

1 月 8 期 8 期 7 期 5 期 2 月　1 日

2 月 9 期 9 期 8 期 3 月　1 日

3 月 6 期 3 月 31 日

相談は無料ですが予約が必要です。定員になり次第締め切ります。相談は無料ですが予約が必要です。定員になり次第締め切ります。

日　　　程 時　　　間 場　　　所 予　約　先

3 月 11日（水） 午前 9 時 30 分～
午後 3 時 30 分

　大隅中央公民館
　研修室

 大隅支所 市民環境係
 ☎ 099-482-5923

鹿屋年金事務所による出張年金相談 ※年金請求の相談が優先となります

国民年金
のはなし

年金の請求について

※はじめに音声ガイドが応対します

【財部支所】地域振興課 市民環境係	 ☎ 0986-72-0934
【鹿屋年金事務所】	 ☎ 0994-42-5121

【本　　庁】市民環境課 戸籍年金係 ☎ 0986-76-8805
【大隅支所】地域振興課 市民環境係 ☎ 099-482-5923

　初めて年金を請求される方には、受給開始
年齢になる誕生日のおよそ３か月前に、日本
年金機構から緑色の大きな封筒が届きます。
中には年金の請求書と説明書が入っています。
　請求書は早々と送付されますが、実際に請
求書を提出できるのは、受給開始年齢の到達
日（誕生日の前日）以降になります。また年

金記録や家族構成によって必要な書類が異な
るので注意が必要です。老齢年金の請求は一
生に一度で、すべての人にとって初めてのこ
とです。年金記録や必要な書類など、あらか
じめ確認することをおすすめします。
※�受給開始年齢は誕生年度によって異なります


